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第 1 報告種別

■ コンプライアンス違反事案報告

第 2 本調査結果の概要

有限責任あずさ監査法人（以下「貴法人」）が会計監査人を務めるフクダ電子株式会社

（以下「フクダ電子」）の株主であるKaname Capital, L.P.（以下「報告者」）は、

（以下「情報提供者」）から、フクダ電子・代表取締役会長・福田
ふくだ

孝太郎
こうたろう

氏

（以下「福田会長」）のコンプライアンス違反行為について情報提供を受けた。

当該情報提供を受け、報告者から委託を受けた当職は、情報提供者に対するヒアリン

グ、情報提供者を通じた関係資料の収集等の方法により調査（以下「本調査」）を行った

ところ、本調査の結果、後述のとおり、福田会長によるフクダ電子の財産の多額の私的

利用の事実（利益供与を受けている事実）（以下「本件行為」）が明らかとなった。

当該私的利用に伴い、貴法人及びフクダ電子の監査役（以下「監査役」）が善管注意義

務に沿って監査義務を負うフクダ電子の過去及び将来の計算書類に事実と異なる記載が

されている蓋然性、並びに、監査役が善管注意義務に沿って監査義務を負う取締役の職

務執行における法令違反行為がされている蓋然性があるため、報告を行うものである。

第 3 基礎情報

調査担当弁護士

（連絡先）

弁護士 中野真

（ ）

調査開始日 2026年 1月 22日

対象会社等 フクダ電子株式会社

対象部署所在地 東京都文京区本郷 3-39-4

ヒアリング期間 2026年 1月 22日
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ヒアリング対象

者・選定理由

報告者に対して情報を提供した以下の者に対してヒアリングを行

った。

・

その他参考事項 特になし。

第 4 本調査の方法

弊所は、2026年 1月 22日において、前記ヒアリング対象者合計 1 名のヒアリングを

実施したほか、情報提供者を通じて関係資料を収集した。

第 5 本調査の結果、認定した事実

1 前提事情

(1) 行為者について

本件行為の行為者である福田会長は、フクダ電子の創業者である福田孝氏の息子であ

り、1968年 4月にフクダ電子に入社し、1985年に同社の代表取締役に就任し、以降、現

在まで 40 年以上もの間、継続して代表取締役を務めている（1985 年 8 月に代表取締役

社長、2012 年 6 月に代表取締役会長に就任）。2025 年 9 月 30 日時点で、発行済株式の

20.42％を直接又は資産管理会社であるセンチュリー産業を通じて間接的に保有してい

る1。

福田会長は、スポーツ、クラシックカー、酒、飲食等の趣味を持ち、「公益財団法人福

田孝太郎スポーツ財団」の代表理事も務めている。

また、福田会長個人の会社である東京エンタープライズ2が不動産登記をしている静岡

県駿東郡小山町の土地に、私用車を駐車するためのガレージ（以下「小山町ガレージ」）

を所有している。

(2) 情報提供者の業務内容等

2 本件行為

情報提供者による情報提供により明らかになった、福田会長のコンプライアンス違反

1 フクダ電子「半期報告書（第 79期中）」
https://www.fukuda.co.jp/ir/data/pdf/2026_1.pdf

2 https://www.fukuda.co.jp/press/2013/pdf/130731_2.pdf
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行為は以下のとおりである。

(1) フクダ電子が所有する不動産の私的利用（本件行為①）

ア 事実関係

福田会長は、東京都文京区本郷 2-35-8に所在するフクダ電子本郷事業所（以下「本社」）

の地下にある駐車場に、自らが所有する自動車を 30台から 40台ほど継続的に駐車して

いる（以下「本件行為①」。別添 1、別添 2）。

本社地下の駐車場に置かれている自動車は、フクダ電子が医療機器の開発・製造・販

売を業とする会社であり、自動車を地下に保管する必要性がないこと、自動車にカバー

がかけられており使用されている状況が見られないこと（別添 2）、本社地下にはセキュ

リティがあり入場者が制限されていること（別添 1）から、フクダ電子の所有する自動

車であるとは考え難い。

他方で、福田会長が自らの車であると 話していたこと（別添 1）、

（別添 1）、自動車を

から派遣された運転手である 運転させた上で自らが所有

する小山町ガレージに移動させていたこと（別添 1）から、福田会長の所有するものと

いえる。

イ 本件行為①により福田会長に供与されたと考えられる利益の程度

東京 23区の 2026年 1月の大規模ビルの募集賃料の坪単価の平均は月額 28,409円であ

り3、フクダ電子本社ビルは2022年3月に完成した築浅の建物であることを踏まえると、

少なくともこの金額を下回ることは考え難い。そして、フクダ電子本社ビル地下 1階の

面積は、不動産登記によると 1,756㎡（531坪）であり、フロア全体を貸し切った場合の

賃料は月額 15,085,179円（28,409円×531坪）と推察される。

フクダ電子本社ビルの地階は入場者が制限されていると

のことであり、福田会長がクラシックカーの保管等のために専有している場合には、相

当な額の利益供与が福田会長に行われている可能性がある。

仮に福田会長が、本社の完成以来地下 1階フロア全体を私的に利用していたと仮定す

ると、その利益供与の規模は約 7億 2000万円（15,085,179円×48か月4）に及ぶ。

(2) 経費の私的流用（本件行為②）

ア 事実関係

福田会長は、会食者の虚偽申告を手口とする高額な経費の私的流用を行っている。

具体的には、 フランス料理レストラン「アピシウス」（東京都千代

田区有楽町 1-9-4蚕糸会館ビル地下 1階）において、個人的な友人と会食を行い、この

際に、400万円を超える代金を支払ったが、当該代金について、後日、

3 三幸エステート 相場データ：東京都
https://www.sanko-e.co.jp/data/tokyo/

4 フクダ電子本社ビルが完成した 2022年 3月から 2026年 3月までの累計額
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会社との取引先の氏名を記載させた上で、経費として会社に申請し、支払を免れた。

このほか、同様の行為を継続的に行っており、福田会長による百万円単位の高額飲食

費は年に数回、40万円以上の飲食費はそれよりも高い頻度で精算があったが、出席者

の改ざんはほぼ毎回（月に何十回）行われ、逆に正しい出席者による精算は月 2回ほ

どであった（以下「本件行為②」。別添 1、別添 3）。

イ 本件行為②により福田会長に供与されたと考えられる利益の程度

具体的な事実関係を特定できたものは 400万円であるが、

他の取引も合わせると、相当

な額の経費の私的利用が行われている可能性がある。

(3) フクダ電子が保有する高額なチケットの流用（本件行為③）

ア 事実関係

フクダ電子と株式会社読売新聞東京本社との間での読売ジャイアンツシーズンシー

ト利用契約に基づき、フクダ電子が所有する、東京ドーム内の読売ジャイアンツ公式

戦VIP観覧席のチケットについて、福田会長は、フクダ電子と無関係な私的な友人に

配布するなどして、利益の供与を受けている（以下「本件行為③」。別添 1、別添 4）。

イ 本件行為③により福田会長に供与されたと考えられる利益の程度

VIP観覧席の年間契約料は 4人席が 780万円、6人席が 1,170万円、8人席が 1,560万

円程度とされており5、相当な額の利益供与が福田会長に行われている可能性がある。

(4) その他の私的利用（本件行為④）

福田会長は、以下のとおり、会社業務として利用が認められている人員・施設につい

て私的に利用しており、フクダ電子からこれらの利用に通常要する費用について利益の

供与を受けているといえる。

ア 運転手の私的利用

福田会長は、 との間の業務委託契約により派遣されている、福田会長の乗

用する自動車の運転手である （後記第 6 の 1(3)イ③参照）を、以下

のように会社の業務外の目的で利用していた（別添 1、別添 5）。

① 福田会長が所有する自動車を運転させ、同自動車を福田会長が所有する小山町の

物件へ移動させる。

② 福田会長の個人的な買い物を行う場所に福田会長を乗車させる。

③ 福田会長の私物をフクダ電子から福田会長の自宅まで運搬させる。

イ 本社 8階の設備の私的利用

5 https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1391972.html
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福田会長は、フクダ電子本社 8階に所在する冷蔵室に、私物（日本酒、肉）を保管

する、同階に所在する接待饗応設備に会社業務と無関係な者を招くなど、本社 8階の

設備を私的に利用している（別添 1、別添 6）。フクダ電子本社 8階は福田会長

のほかは基本は立ち入ることができず、福田会長がフクダ電子社内で業務をほぼ行わ

ず、プライベートな行為をしていたこと等を踏まえると、フクダ電子本社 8階にある

会長室やラウンジについても、(1)記載の地下駐車場と同様に、福田会長が専有してい

るとして、相当な額の利益供与が福田会長に行われている可能性がある。

第 6 事実認定の説明

1 本件行為①について

(1) 積極証拠

本調査において収集した本件行為①に関する積極証拠となる供述として、以下の情報

提供者の供述がある（別添 1）。

「

地下駐車場には福田会長の私用車がずらっと並

んでいて、たびたび新しい車が駐車されている様子も確認していた。

毎年初めに、福田会長個人宛ての自動車に

関する税金の振込用紙が 300枚ほど届いていた

。そのうち 30 台から

40台が本社地下駐車場に駐車されていた。

後、他の証拠との整合性が確認でき

ることにより、その供述にはさらに高度の信用性が認められるといえる。
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(2) 積極証拠を補強する客観証拠

情報提供者の供述を補強する客観証拠として、フクダ電子本社の地階の状況を撮影し

た写真（別添 2）がある。

(3) 今後の調査により収集することが想定される証拠資料

ア 客観証拠（補助証拠）

情報提供者によると、本社地下には監視カメラがあるとのことであり、監視カメ

ラの映像の状況について、情報提供者の供述と一致している場合、情報提供者の供

述の信用性がさらに高まるといえる。

イ 供述証拠

情報提供者によると、以下の者らにおいて、本件行為①を認識しており、以下の

者らからのヒアリングにより、本件行為①を裏付ける供述証拠を得ることが期待で

きる。

2 本件行為②について

(1) 積極証拠

本調査において収集した本件行為②に関する積極証拠となる供述として、以下の情報

提供者の供述がある（別添 1）。

「

実際の会食

相手とは違う相手（銀行の方や親しくしている会社の方等）を記載して経費申請してい

た。

。ロマネコンティの経費申請時は値段が高すぎて、「これを経費にするん

だ。」と驚いた記憶がある。この際の領収証については写真に撮影した。ロマネコンティ

を空けた際も、福田会長からは車関係の仲間やワインに詳しい税理士と行ったと聞いて

いたが、経費申請の際は会食相手を変えて記載していたので、私的な利用だったのだな

と思った。」
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今後、他の証拠との整合性が確認できることにより、その供述にはさらに高度の信

用性が認められるといえる。

(2) 積極証拠を補強する客観証拠

情報提供者の供述を補強する客観証拠として、 のアピシウスでの会

食に係る領収証を撮影した写真（別添 3）がある。

(3) 今後の調査により収集することが想定される証拠資料

ア 客観証拠

福田会長の飲食として経費申請をした帳票が想定され、当該帳票に記載されてい

る者に対し、実際に当該日時に会食を行った事実があるか否かを確認することが想

定される。

また、福田会長及び の携帯電話の中に実際の会食相手が記録されていると

のことであり、デジタルフォレンジックにより福田会長及び の携帯電話にお

けるやり取りを確認することが想定される。

イ 供述証拠

情報提供者によると、以下の者らにおいて、本件行為②を認識しており、以下の

者らからのヒアリングにより、本件行為②を裏付ける供述証拠を得ることが期待で

きる。

3 本件行為③について

(1) 積極証拠

本調査において収集した本件行為③に関する積極証拠となる供述として、以下の情報

提供者の供述がある（別添 1）。

「

宛先のほとんどが福田会長の昔

の友人など、仕事とは無関係の人物であったので、福田会長はプライベートの友人、知

人にチケットを渡していると認識した。会食費と同様に、チケット代を経費申請する際

も、実際に送付した相手とは異なる名前を記載していた。」
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。

今後、他の証拠との整合性が確認できることにより、その供述にはさらに高度の信用

性が認められるといえる。

(2) 今後の調査により収集することが想定される証拠資料

ア 客観証拠

フクダ電子と株式会社読売新聞東京本社との契約内容、チケットの送付先等を示

す書類が想定される。

イ 供述証拠

にヒアリングを行い、チケットの送付先選定に至る経緯等につい

て確認することが想定される。

4 本件行為④について

(1) 積極証拠

本調査において収集した本件行為④に関する積極証拠となる供述として、以下の情報

提供者の供述がある（別添 1）。

「福田会長は、小山町のガレージへの車の移動、病院への移動のほか、個人的な買物に

運転手を同行させ、買物した荷物を運搬させていた。また、福田会長は体調不良で自宅

の部屋から出られない時に、運転手に自宅の鍵を渡し、自宅の部屋まで私物の荷物（冷

蔵庫等の家電製品）を届けさせていた。福田会長は、自身が小山町のガレージに行かな

い時も、運転手に私用車の移動を命じて、運転手一人で小山町のガレージに行かせてい

た。

。」

「フクダ電子の本社は 8 階建てだが、8 階は基本的には、 しか入れない

ようになっている。 8 階には福田会長の念願だ

ったお寿司用のカウンターやバーカウンター（ラウンジ）が設置されており、福田会長

は、いずれはその場所でお寿司パーティーを開催したいと思っているようだ。年末の社

内懇親会や、社長主催の社内ランチ会で上記カウンターやラウンジを使用していた。た

だ、社内の懇親会やランチ会と言っても、社内の参加者は 福田会長と親しい営業

本部長のみであることが多く、そのほかの参加者は福田会長がプライベートで親しくし

ている方であった。プライベートで親しくしている方とは具体的に、前述の税理士、フ

クダ電子が出資している女性レーサー、福田会長の趣味の車関係の仲間等である。福田

会長は、日本酒も大好きで、買ったり頂いたりした日本酒を 8階ラウンジの隣にある冷
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蔵室内に並べて保管している。冷蔵室内には仕事関係の物は一切なく、日本酒やふるさ

と納税でもらった肉などが保存されている。」

。

今後、他の証拠との整合性が確認できることにより、その供述にはさらに高度の信用

性が認められるといえる。

(2) 今後の調査により収集することが想定される証拠資料

情報提供者によると、以下の者らにおいて、本件行為④を認識しており、以下の者ら

からのヒアリングにより、本件行為④を裏付ける供述証拠を得ることが期待できる。

第 7 本件行為により予想される影響

1 計算書類の虚偽記載

本件行為の態様に鑑みると、本件行為による福田会長への利益の供与が計算書類に正

確に反映されていることは想定しがたく、事実と異なる計算書類が作成されており、今

後も事実と異なる計算書類が作成される蓋然性があるといえる。

2 有価証券報告書の虚偽記載

取締役の役員報酬には、金銭として支払われる報酬だけではなく、実質的に報酬と同

様な効果をもたらす経済的な利益も含まれるところ、本件行為により福田会長に支給さ

れた利益は、実質的に報酬と同様な効果をもたらす経済的な利益であり、役員報酬に該

当する。

しかし、当該経済的利益について役員報酬として開示されておらず、事実と異なる有

価証券報告書が作成されている蓋然性がある。

3 利益相反取引

取締役がその地位を利用し、会社利益を犠牲にして、自己または第三者の利益を図る

ことを防止するため、利益相反取引を行う場合には、取締役会設置会社においては取締

役会において、その取引について重要な事実を開示して、その承認を受ける必要がある

（会社法 356条 1項柱書、365条 1項）。



監査法人及び監査役以外の者への共有を禁ずる

11

本件行為は、取締役である福田会長が、フクダ電子ではない自己又はフクダ電子以外

の第三者のために行うフクダ電子との取引（会社法 356条 1項 2号）に該当し、取締役

会の承認を得る必要があるところ、本件行為の内容を踏まえると、当該承認を得ている

ことは想定しがたく、会社法の手続を履行していない可能性がある。

4 関連当事者取引

福田会長は、フクダ電子の取締役であり、関連当事者に該当するところ、本件行為は、

福田会長が利得する反面、フクダ電子に損失を生じさせるものであり、会社計算規則第

112条 1項の「関連当事者との間に取引」及び関連当事者の開示に関する会計基準の「関

係当事者との取引」に該当する。今後の実態解明の結果、重要性が認められる場合には、

開示義務に反して開示されていない可能性があるほか、関連当事者の開示に関する会計

基準に準拠していないとして、金融商品取引法上の虚偽記載に該当する可能性がある。

5 税務上の影響

上記のとおり、福田会長への利益供与は福田会長の役員賞与として扱われるべきとこ

ろ、この場合、いわゆる事前確定届出給与の要件を満たさず、福田会長への利益供与が

会社の損金として算入されないため、フクダ電子の法人税が増加するとともに、福田会

長自身も所得税・住民税等の申告・納税不足等の税務上の影響が生じる。

第 8 報告者が抱く懸念

本件行為の通報先として想定されるものは、貴法人及び貴法人から情報共有される監

査役のほかに、フクダ電子の内部通報窓口、金融庁、マスコミが想定される。

フクダ電子の内部通報窓口に通報をしていない理由は、内部告発を契機とした調査に

際しては、一般的に、組織の長その他幹部からの独立性の確保が求められるところ6（な

お、法改正により、内部告発を契機としてフクダ電子が調査をする場合においても独立

6 「公益通報者保護法第 11 条第１項及び第２項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、

その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」（令和 3年 8月 20日内閣府告示第 118号）第

3.1.(2)参照。なお、現行の同指針では、内部通報窓口への通報契機とした調査に限定して独立性の

確保措置を法的義務としているものの、独立性確保質は、本来はすべての調査に求められる原則

であり、2025年の公益通報者保護法の改正に伴う同指針の改正では、外部への告発を契機とした

調査においても、独立性確保措置が法的義務とされる予定である。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000302028
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性の確保が求められることになる予定である）、フクダ電子の内部通報窓口は、福田会長

の下にあるコンプライアンス部門が所管しているものであるため、福田会長からの独立

性が確保されておらず、適正な調査が期待できないからである。

金融庁、マスコミに通報をしていない理由は、これらの組織が完全な外部機関であり、

通報した場合の影響が大きいと想定されるため、先行して、貴法人及び監査役を通じた、

内部での是正をお願いしたい（なお、今後の状況によっては、貴法人らに通報をした後

の経緯も含め、金融庁、所轄税務署、マスコミにも併せて報告をすることを予定してい

る）。

第 9 今後対応が必要な事項について

1 更なる調査の実施

上記のとおり、情報提供者の供述は信用性があるといえ、今後の調査により、本件行

為に関する、更なる証拠が収集できる蓋然性があるといえる。

貴法人は、フクダ電子の会計監査人として、会社法 396条及び 330条、民法 644条に

基づき、フクダ電子の計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類

につき善管注意義務をもって監査する義務を負う。また、監査役についても、会社法 330

条、民法 644条に基づき、フクダ電子の法令違反の有無、計算書類及びその附属明細書、

臨時計算書類並びに連結計算書類につき善管注意義務をもって監査する義務を負う。

前記第 7記載のとおり、本件行為は複数の法令に抵触する重大な法令違反行為に該当

する蓋然性がある。取り分け、本件行為により、既に事実と異なる計算書類が作成され

ている蓋然性があるほか、本件行為は現在も継続していることから、今後に貴法人に提

出されるフクダ電子の計算書類においても、事実と異なる記載がされる蓋然性がある。

したがって、貴法人及び監査役においては、善管注意義務の履行の観点から、本件行為

その他の福田会長によるフクダ電子の私的利用の実態を解明し、是正する必要がある。
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4 調査のスコープ

福田会長においては、情報提供者が把握する以上の、

会社財産の私的利用を行っている疑いがあり、情報提供者から提供された事実だけでは

なく、その他の私的利用も含めた、実態の解明が必要である。

すなわち、上記の福田会長の私的利用については、フクダ電子の内部者にとって明白

であり、かつ、社会通念に照らしても問題性は明らかなものであることから、通常の会

社であれば、従業員、取締役等において、指摘をすることにより、是正が求められるも

のであるが、フクダ電子においては、それが長期間なされなかったという実態がある。

この背景には、福田会長が、40年以上の間、代表取締役会長の地位に就いており、かつ、

創業者の息子として発行済株式の約 20％を保有してきたことから、従業員や役員の人事

権を掌握しており、問題を指摘することができる環境ではなかったことがある。

このような環境下においては、福田会長は、類似の会社財産の私的利用を行っている

可能性は高いといえ、更なる調査により、情報提供者が指摘する以上の、重大な法令違

反が発覚する可能性もあるといえる。

そのため、調査を行うに際しては、情報提供者の情報により発覚した事実だけではな

く、より幅広く模索的に、福田会長のコンプライアンス違反行為について確認する必要

がある。

5 調査の方法

第 8記載のとおり、フクダ電子の執行部門は、福田会長からの独立性が確保されてお

らず、適切な調査が期待できないことから、貴法人及び貴法人から情報を共有される監

査役においては、証拠保全の措置を速やかに行った後、フクダ電子に対して、日本弁護

士連合会「企業不祥事における第三者委員会ガイドライン7」（2010 年 7 月 15 日、同年

12 月 17 日改訂）に沿った中立かつ公正な第三者委員会の設置を求めた上で、当該委員

会に調査をさせることが適切といえる。

6 最後に

報告者としては、貴法人や監査役、またフクダ電子自身と敵対しようという意思はな

く、フクダ電子の法令の遵守という共通の目的に向けて、協力関係を築きながら調査を

進めたいと考えている。

7 https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2010/100715_2.html
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別添 1

ヒアリング結果概要メモ

2026/1/30

日時：2026年 1月 22日（木）午前 10時 00分頃から午前 10時 54分頃まで

場所：渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 16階会議室

【ヒアリング対象者】

【ヒアリング実施者】

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 中野真弁護士

【質問事項に対するヒアリング対象者の回答内容】

1. 経歴等

⚫

⚫

⚫

2. 福田会長による不正行為の概要

⚫ 福田会長はフクダ電子本社の地下に私用の自動車を複数台駐車している。また、福

田会長は、福田会長個人の会社である東京エンタープライズ8が不動産登記をしてい

る静岡県駿東郡小山町の土地に、私用車を駐車するためのガレージを建てている。

8 https://www.fukuda.co.jp/press/2013/pdf/130731_2.pdf
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⚫ 福田会長は、フクダ電子の会食という体裁で、高級飲食店（ミシュランガイド掲載

店等）に仲の良い身内や知人と行っていた。また、福田会長は、プライベートで高

級ワイン（ロマネコンティ）を開けていたが、それもフクダ電子の経費にしていた。

⚫ 役員の運転手はフクダ電子と との業務委託により派遣されている方なの

で、フクダ電子が定めたスケジュールに従ってのみ業務を行うルールとなっている

ところ、福田会長は、上記小山町のガレージに行く時や病院に行く時など、業務以

外の用事で運転手を使っていた。なお、そのように運転手を使っていたのは福田会

長だけで、社長の運転手は予定どおりに動いていた。

⚫ フクダ電子の本社は 8 階建てだが、8 階は基本的には

しか入れないようになっている。

8階には福田会長の念願だったお寿司用のカウンターやバーカウンター（ラウンジ）

が設置されており、福田会長は、いずれはその場所でお寿司パーティーを開催した

いと思っていたようだ。

⚫ 福田会長は、東京ドームのVIP観覧席を年間契約し、仲の良い知人を呼んで観戦し

たり、仲の良い知人にVIP観覧席のチケットをあげたりしていた。

⚫ 福田会長は、毎日出社していたが、ほとんどフクダ電子の業務をしておらず、プラ

イベートのことばかりしていた。

福田会長はその終日予定が空いている日に、小山町のガ

レージに車を見に行ったり、車を移動させたりしていた。

3. 本社地下駐車場の私的利用について

⚫

地下駐車場には福田会長の私用車がずら

っと並んでいて、たびたび新しい車が駐車されている様子も確認していた。

⚫

。

⚫ 毎年初めに、福田会長個人宛ての自動車に関する税金の振込用紙が 300枚ほど（正

確な記憶ではない）届いていた

。そのうち 30台から 40台が本社地

下駐車場に駐車されていた。

⚫

⚫

⚫

⚫
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⚫ 福田会長は、本社から小山町のガレージに私用車を移動させる時は、自身が 1台を

運転し、さらにもう 1 台を運転手に運転させ、2 台同時に移動させていた。そのた

め、運転手もこの件を把握している。

⚫ 上記のほかに、フクダ電子の管理室の方、福田会長の私用車を管理（車検時等に出

入り）している会社の方、ポルシェの担当者もこの件を把握している。また地下駐

車場には監視カメラもある。

⚫ 本社地下駐車場と小山町のガレージのほか、会長の自宅である のマンシ

ョンの駐車場すべてに福田会長の私用車が駐車してあると聞いている。また、福田

会長は、那須にも小山町と同様のガレージを作ろうとしているので、いずれはそこ

にも私用車が置かれると思う。

⚫ 本社地下駐車場には、福田会長の車関係の知人 以外の者が立ち入ることは

ない（仕事の来客者が来ることはない）。本社地下と 8階にはセキュリティがあっ

て入場者が制限されている。

4. 会社運転手の私的利用について

⚫ 福田会長は、小山町のガレージへの車の移動、病院への移動のほか、個人的な買物

に運転手を同行させ、買物した荷物を運搬させていた。

⚫ 福田会長は体調不良で自宅の部屋から出られない時に、運転手に自宅の鍵を渡し、

自宅の部屋まで私物の荷物（冷蔵庫等の家電製品）を届けさせていた。

⚫ 福田会長は、自身が小山町のガレージに行かない時も、運転手に私用車の移動を命

じて、運転手一人で小山町のガレージに行かせていた。

⚫

⚫

。

⚫

⚫
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5. 私的会食費の不適切な経費処理について

⚫

、実

際の会食相手とは違う相手（銀行の方や親しくしている会社の方等）を記載して経

費申請していた。

ロマネコンティの経費申請時は値段が高すぎ

て、「これを経費にするんだ。」と驚いた記憶がある。なお、百万円単位の高額飲食

費は年に数回、40万円以上の飲食費はそれよりも高い頻度で精算があった。出席者

の改ざんはほぼ毎回（月に何十回）行われ、逆に正しい出席者による精算は月 2回

ほどであった。

⚫ ロマネコンティを空けた際も、福田会長からは車関係の仲間やワインに詳しい税理

士9と行ったと聞いていたが、経費申請の際は会食相手を変えて記載していたので、

私的な利用だったのだなと思った。

⚫

。

6. 本社接待饗応設備の私的利用疑い

⚫

⚫ フクダ電子本社 8階に入れるのは、 である。

ただ、部長以上は 8階には入れるものの、予定がない限りは絶対に上がってこない。

⚫ 年末の社内懇親会や、会長主催の社内ランチ会で上記カウンターやラウンジを使用

していた。ただ、社内の懇親会やランチ会と言っても、社内の参加者は 福田

会長と親しい営業本部長のみであることが多く、そのほかの参加者は福田会長がプ

ライベートで親しくしている方であった。プライベートで親しくしている方とは具

体的に、前述の税理士、フクダ電子が出資している女性レーサー、福田会長の趣味

の車関係の仲間などである。

⚫ 福田会長は、日本酒も大好きで、買ったり頂いたりした日本酒を 8階ラウンジの

隣にある冷蔵室内に並べて保管している。冷蔵室内には仕事関係の物は一切な

く、日本酒やふるさと納税でもらった肉などが保存されている。

7. 会社契約のスポーツ観戦席の私的利用疑い

⚫

9 会社の税務のほか、福田会長の私的な税務の対応もしている税理士とのこと。
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⚫

⚫ 宛先のほとんどが福田会長の昔の

友人など、仕事とは無関係の人物であったので、福田会長はプライベートの友人、

知人にチケットを渡していると認識した。

⚫ 会食費と同様、チケット代を経費申請する際も、実際に送付した相手とは異なる名

前を記載していた。

⚫

8. 会長の不正に関する事情を知っている人物について

⚫

。

⚫

。

⚫ 。

⚫

。

⚫

。

⚫

。

⚫

。

10
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⚫

。

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

。

9. その他の情報

⚫

⚫ 福田会長は、父親の福田孝氏が亡くなり、念願だった地下駐車場、ラウンジ、寿

司用カウンターを作るためにフクダ電子の本社を建て替えたと言っていた。福田

会長は、「地下駐車場は私用車がたくさん停められるように設計した。」、「（本社

は）自分の城」などと言っていた。

⚫ 福田会長の部屋には、大きいテレビやトレーニング機器が 4台ほど設置されている。

それも私用で使っているのかなと思う。

⚫ 福田会長は、1 階受付前にレースで使用したスポーツカーを展示していたが、

Kaname Capitalに指摘されて撤去していたので、やましい点があったのだと思う。

⚫ フクダ電子として、野球、サッカー、レーサーにスポンサードしているが、これら

は事業に関係なさそうな分野である。野球は完全に福田会長の趣味である。

10. 金融機関との関係

11

12
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⚫

⚫

⚫

。

⚫

⚫

11. 取締役の選任について

⚫ 警察との関係について、元警察官で現在は弁護士の後藤啓二氏が社外取締役を務め

ている。後藤氏は福田会長の昔からの友人と聞いたことがある。そのほかの取締役

についても大体は福田会長の昔からの友人である。福田会長は、「取締役は関係の深

い方を選んでいる。」と言っていた。

12. 写真の説明

⚫

。

⚫ 写真にはフェラーリ等のスポーツカーが並んでいる。青いマークがかかっているの

はすべて福田会長の私用車（クラシックカーやスポーツカー）である。

⚫ 次の写真には、東京ドームのVIP観覧席に車関係の知人を呼んでいる様子が写って

いる。ここに写っている方が前述の である。

⚫ ラウンジや寿司カウンターを利用した懇親会の写真もある。

⚫ 小山町のガレージの写真について、ガレージには写真のとおり車が並べて置いてあ

って、福田会長はこの場所に友人、知人を呼んで会食をしている。写真に写ってい

る車は福田会長が所有している車の一部である。写真に写っている方はすべて福田

会長の車関係の友人、知人である。

13. ヒアリング対象者の意向について

⚫ 以上の情報について、私から監査法人に直接お話しして、詳しく説明をすることは

可能である。

以 上
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別添 2-1

※本社地下駐車場の一部の状況を 写真撮影したもの
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別添 2-2

※本社地下駐車場の一部の状況を したもの



監査法人及び監査役以外の者への共有を禁ずる

24

別添 3

※ に実施された「アピシウス」での会食に係る領収証
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別添 4

※VIP 席に福田会長と同会長の知人が座っている状況
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別添 5

※
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別添 6

※本社 8階において開かれた懇親会に福田会長が懇意にしている音楽家など、仕事に無

関係な者が参加している状況




